
 
 

生活保護法施行令（昭和２５年 政令第１４８号）＝抄＝ 

 
第１条～第３条 （略） 
 
（政令で定める機関） 
第４条 法第４９条に規定する病院又は診療所に準ずるものとして政令で定めるものは、次に掲

げるものとする。 
一 健康保険法（大正１１年法律第７０号）第８８条第１項に規定する指定訪問看護事業者 
二 介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項に規定する指定居宅サービス事業

者（同法第８条第４項に規定する訪問看護を行う者に限る。）又は同法第５３条第１項に規

定する指定介護予防サービス事業者（同法第８条の２第４項に規定する介護予防訪問看護を

行う者に限る。） 
 

（法第４９条の２第２項第３号に規定する政令で定める法律） 
第４条の２ 法第４９条の２第２項第３号（同条第４項（法第４９条の３第４項及び第５４条の

２第４項において準用する場合を含む。）、法第４９条の３第４項、第５４条の２第４項及び第

５５条第２項において準用する場合を含む。）に規定する政令で定める法律は、次のとおりと

する。 

一 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号） 

二 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律（昭和２２年法律第２１７号） 

三 栄養士法（昭和２２年法律第２４５号） 

四 医師法（昭和２３年法律第２０１号） 

五 歯科医師法（昭和２３年法律第２０２号） 

六 保健師助産師看護師法（昭和２３年法律第２０３号） 

七 歯科衛生士法（昭和２３年法律第２０４号） 

八 医療法（昭和２３年法律第２０５号） 

九 身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号） 

十 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号） 

十一 社会福祉法 

十二 薬事法（昭和３５年法律第１４５号） 

十三 薬剤師法（昭和３５年法律第１４６号） 

十四 老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号） 

十五 理学療法士及び作業療法士法（昭和４０年法律第１３７号） 

十六 柔道整復師法（昭和４５年法律第１９号） 

十七 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号） 

十八 義肢装具士法（昭和６２年法律第６１号） 

十九 介護保険法 

二十 精神保健福祉士法（平成９年法律第１３１号） 



 
 

二十一 言語聴覚士法（平成９年法律第１３２号） 

二十二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１

２３号） 

二十三 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年法律第

１２４号） 

二十四 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（平成２３年法律第

７９号） 

 

（法第５１条第２項第８号に規定する政令で定める法律） 

第４条の３ 法第５１条第２項第８号（法第５４条の２第４項及び第５５条第２項において準用

する場合を含む。）に規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 

一 健康保険法 

二 児童福祉法 

三 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 

四 栄養士法 

五 医師法 

六 歯科医師法 

七 保健師助産師看護師法 

八 歯科衛生士法 

九 医療法 

十 身体障害者福祉法 

十一 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 

十二 社会福祉法 

十三 知的障害者福祉法（昭和３５年法律第３７号） 

十四 薬事法 

十五 薬剤師法 

十六 老人福祉法 

十七 理学療法士及び作業療法士法 

十八 柔道整復師法 

十九 社会福祉士及び介護福祉士法 

二十 義肢装具士法 

二十一 介護保険法 

二十二 精神保健福祉士法 

二十三 言語聴覚士法 

二十四 発達障害者支援法（平成１６年法律第１６７号） 

二十五 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 

二十六 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

二十七 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 



 
 

 

（指定医療機関の指定の更新に関する読替え） 

第４条の４ 法第４９条の３第４項の規定により健康保険法第６８条第２項の規定を準用する

場合においては、同項中「保険医療機関（第６５条第２項の病院及び診療所を除く。）又は保

険薬局」とあるのは「生活保護法第５０条第１項に規定する指定医療機関」と、「前項」とあ

るのは「同法第４９条の３第１項」と、「同条第１項」とあるのは「同法第４９条の２第１項」

と読み替えるものとする。 

 

（医療に関する審査機関） 
第５条 法第５３条第３項（法第５５条の２において準用する場合を含む。）に規定する医療に

関する審査機関で政令で定めるものは、社会保険診療報酬支払基金法（昭和２３年法律第１２

９号）に定める特別審査委員会とする。 
 

以下（略） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】上記により読み替えた健康保険法第６８条第２項 

（保険医療機関又は保険薬局の指定の更新） 

第６８条 

２ 生活保護法第５０条第１項に規定する指定医療機関であって厚生労働省令で定めるものについて

は、同法第４９条の３第１項の規定によりその指定の効力を失う日前６月から同日前３月までの間

に、別段の申出がないときは、同法第４９条の２第１項の申請があったものとみなす。 


